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［国際私法］ 

 

甲国人Ａは仕事で半年間日本に滞在していたが、日本を離れるに当たって、甲国で購入し

て日本に持ち込んでいた健康器具を日本在住の日本人Ｘに安く譲り渡した。Ｘはそれを使用

したところ、やけどを負ってしまった。そこでＸは、この健康器具を製造販売した甲国法人

Ｙ（主たる事業所の所在地は甲国）に対して損害賠償を求めて、わが国の裁判所に訴えを提

起した。 

Ｙは日本にも営業所を有しており、その営業所を通じて日本でも本件健康器具と類似の健

康器具を販売しているが、日本市場向けについては日本の安全基準を満たすようにされてお

り、同種の事故は起きていない。 

 

(1)  本件訴えについて、わが国の裁判所は国際裁判管轄を有するか。 

 

(2)  本件損害賠償請求に適用すべき準拠法は何か。 

 

【５０点】 

 

 


